
北谷町健康トレーニングセンター 
スタジオ利用のお客様へ 

 

北谷町健康トレーニングセンター 指定管理者 

セイカスポーツ・北谷スポーツセンター共同事業体 

 

日頃よりチャトレのスタジオレンタルをご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

 

2026 年 5月 15日(6 月予約分)より予約方法に関しまして下記の通り変更となります。 

 

【スタジオレンタル予約及びレンタルキャンセルは来館にて申請書の記入を必須とし、電話での予約な

らびにキャンセルは一切不可といたします】 

 

※お電話での空き情報の確認問い合わせは可能です。 

※キャンセル申請書の記入がない場合は、いかなる場合でもキャンセル料が発生します。 

※キャンセル料 3 営業日前から前日までのキャンセルの場合ご利用料金の 50％、当日キャンセルの場

合 100％ 

 

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

 


